
課税事業者 ○基本的視点の再チェック
免税事業者

○補助事業の内容および目的・効果

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果

○財政的視点のチェック

○補助事業の収支状況　※上段:補助事業等に要する経費　[下段]:補助対象経費
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７ 経常経費の節減に努めているか □

R4
(決算)

551,374

[164,155]

[38,667] [38,667]

551,374

111,263

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

□
支

R3
(決算)

111,263

年　度 人件費 事務費 事業費
上部団体

計
負担金等

[]

５ 前年度繰越金は生じていないか □

R7
(予算)

78,505 53,788 491,720 107,224

[]

731,237

578,100

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内で
ある

□
入

R6
(決算)

59,334 29,461 401,278 88,027

[]
R5

(決算)

57,995 31,257 460,569 90,532 640,353

[]

３ 積算基準は定められている □

R4
(決算)

52,308 22,032 385,938 91,096

[]

551,374

111,263

２ 補助金等の使途は適切である □
収

R3
(決算)

14,251 15,220 67,766 14,026

年　度
助　　成　　金

事業収入 会　費
市 その他

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

(単位：千円)
１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか □

計

　地域として必要なバス路線等の維持・確保が図られている。
　（国庫補助路線，道補助路線，市単独補助路線）

４
有効性（他の手法ではなく補助する
ことが，施策目的実現に最適か）

　本制度は国や道の補助制度に準じているも
のであり，負担金や委託など他の手法はなじ
まないものである。

☑ □

☑ □

繰越金

・地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（国）
・北海道地域間幹線系統確保維持事業費補助金交付要綱（道）
・北海道生活交通路線維持対策事業費補助金交付要綱（道）
・函館市補助金等交付規則　・函館市バス生活路線維持費補助金交付要綱

　存続が危機に瀕している生活交通のネットワークについて，地域特性や実情に応じた
最適な交通手段を確保・維持するための国の補助制度のほか，国の補助事業の対象外と
なるバス生活路線について北海道・函館市でも補助を行い，適切な役割分担により，バ
ス路線の維持・確保が図られている。

　バス交通は，市民にとって日常生活における大切な移動手段であるが，民間バス事業
者のみでは運行が難しい不採算路線に対し，国や道，他市町と適切な役割分担を図りな
がら補助することで，地域として必要なバス路線を維持・確保していくこと。

助成の根拠規定等
(条例・規則・要綱
等)

１

公益性
（明確な公益性があるか）

☑ □
　バス路線は通勤・通学・通院などに幅広く
利用され，市民生活を支える都市の基盤であ
り，バス路線を維持することは市民生活の向
上につながるものであることから，公益性は
非常に高い。　②市民ニーズが高い事業

内　　容
２

必要性（補助しなければならない事
業であるか）

　市民の足である生活路線の確保は，行政と
しての責務であり，今後も国や道，他市町と
適切な役割分担により補助を継続する必要が
ある。

☑ □

３
自主性（自主自立に向け努力してい
るか）

　①広く市民生活の向上に貢献
　　する事業

☑ □

　利用状況を踏まえ，必要に応じて減便や廃
止を行うなど，運行の効率化に努めている。

☑ □

団　体　名 函館バス株式会社
団体等 ☑

の状況 □

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）   補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

函館市バス生活路線維持費補助金
開　始

平成１３年度
補 助 金 名
（交付金名）

函館市バス生活路線維持費補助金
年　度

基　本　的　視　点 適 不適 説　　明



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

終期設定 □ 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

令和９年度 ☑ 終期到来時に再検討 令和９年度

□ その他
    令和９年度

☑ 現行のまま補助を継続
　公共交通を将来にわたって持続可能なものとするためには，
運行の効率化や利便性向上による利用促進などの対策を講じつ
つ，市民生活に必要不可欠な路線を維持できるよう努める必要
があり，令和４年度から函館市生活交通路線の補助対象を改
め，より多くの市内完結路線を広く支えられるように改正した
ことから，その効果を見極めつつ，補助のあり方について検討
していく。

□ 見直したうえで補助を継続

□ 廃止

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

函館市バス生活路線維持費補助金

・令和６年度　　 　　　５９，３３４千円
　　地域間幹線系統　　　１０,３９４千円（　３系統）
　　広域生活交通路線　　１１,７８５千円（　７系統）
　　函館市生活交通路線  ３７,１５５千円（３８系統）

・市民生活を支える生活交通路線の維持・確保が図られた。

☑

　補助の実施により対象路線の運行が維持されており，
市民生活の維持に必要な効果をあげているといえる。

□

□

□


